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世界のカーボンニュートラル宣⾔の状況と、我が国のＧＸ政策

期限付きCNを表明する国・地域（2024年4⽉）

 COP25終了時点(2019年12⽉)では、カーボンニュートラルを表明している国はGDPベースで3割に満たない⽔準で
あったが、2024年4⽉には、146ヶ国（G20の全ての国）が年限付きのカーボンニュートラル⽬標を掲げており、
GDPベースで約9割に達している。

こうした中、我が国は、エネルギーの安定供給を⼤前提に、排出削減と経済成⻑・産業競争⼒強化を共に実現して
いくGX（グリーントランスフォーメーション）を進めていく。

排出
削減

安定供給

経済
成長

⽇本が強みを有する関連技
術等を活⽤し、経済成⻑・
産業競争⼒強化を実現

2050年カーボンニュートラ
ル等の国際公約

• ロシアによるウクライナ侵略等の影響により、世界各国でエネルギー価格を中⼼に
インフレが発⽣

• 化⽯燃料への過度な依存から脱却し、危機にも強いエネルギー需給構造を構築

出所︓各国政府HP、 UNFCCC NDC Registry、Long term strategies、World 
Bank database等を基に作成
※グテーレス国連事務総⻑等の要求により、COP25時にチリが⽴ち上げた2050年CNに向けて取り組
む国・企業の枠組みである気候野⼼同盟（Climate Ambition Alliance）に参加する国を含む場
合、163ヵ国。

■2050年まで ■2060年まで ■2070年まで

これまでの政策の動き



ＧＸ投資実現に向けたグローバルな政策競争

2023年

2022年

 ＥＵ︓ネット・ゼロ産業法案等（３⽉） ⇒ 官⺠で約160兆円（2020年表明）

 法案冒頭で⽇本のＧＸ政策を提出理由として記載

 ⽇本︓岸⽥総理 英・ギルドホール演説（５⽉） ⇒ 官⺠で150兆円超
 成⻑志向型カーボンプライシング構想等の表明

 ⽶国︓インフレ削減法（８⽉） ⇒ 国による50兆円程度の⽀援
 気候変動対策等について、投資後の⽣産実績に応じた税額控除を含めた50兆円程度の政府⽀援表明

 Ｇ７広島サミット︓Ｇ７広島⾸脳コミュニケ（５⽉）
 G７の成果⽂書において、ＧＸやトランジション・ファイナンスの重要性について、初めて⾔及

 韓国︓CN・グリーン成⻑推進戦略等（11⽉） ⇒ 官⺠で約７兆円超（2020年表明）

 再エネ・EV等の普及拡⼤、重要技術の指定・⽀援体制強化等

※１⽉には関連措置を含めた「グリーン・ディール産業計画」を発表
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 こうした中、欧⽶をはじめとして、排出削減と経済成⻑・産業競争⼒強化を共に実現していく、⼤規模な投資競争が
激化
⇒ GXに向けた取組の成否が、企業・国家の競争⼒に⼤きな影響を及ぼす時代に突⼊



2025年

2023年

 分野別投資戦略をとりまとめ（１２⽉）
 重点分野ごとのGXの⽅向性や投資促進策等を具体化
 GX実現に向けた取り組みは、検討フェーズから実⾏フェーズへ

 GX実現に向けた基本⽅針を閣議決定（２⽉）
 GXを通じて脱炭素、エネルギー安定供給、経済成⻑の3つを同時に実現するべく、⽅針を策定

 GX推進法が成⽴（５⽉）
 今後10年間で150兆円超の官⺠GX投資に向けてGX以降債の発⾏、成⻑志向型CPの導⼊等を決定

 GX推進法・資源法改正案の閣議決定（2⽉）
 成⻑志向型カーボンプライシング構想を具体化するためのカーボンプライシングと、GXを推進する柱の⼀つとなる

サーキュラーエコノミーの実現に向けた制度の基盤を整備

 GX推進戦略を閣議決定（7⽉）
 GX実現に向けた政策を実⾏するため、「GX推進法」に基づき策定
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我が国における政策の動き
 エネルギー安定供給確保、経済成⻑、脱炭素の3つの同時実現を⽬指し、2022年夏以降GXの議論を加速。

 第7次エネルギー基本計画、GX2040ビジョンを閣議決定（２⽉）

2024年

 分野別投資戦略を改定（１２⽉）

 ⽔素社会推進法、CCS事業法が成⽴（５⽉）
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第７次エネルギー基本計画とGX2040ビジョンの関係
 世界では、脱炭素に伴うエネルギー需給構造の転換を⾃国の経済成⻑に結びつけようとする動きが広がっており、脱炭素関連投資の誘致が拡⼤。
 我が国においても、⻑期的視点から、ＧＸ産業構造、ＧＸ産業⽴地、エネルギーを⼀体的に政策展開するため、新たに「ＧＸ２０４０ビジョン」を

策定。
 ＤＸやＧＸの進展による電⼒需要増加が⾒込まれる中、それに⾒合った脱炭素電源を確保できるかどうかが、我が国の経済成⻑・産業競争⼒

に直結する状況となっており、エネルギー政策と産業政策は密接不可分の関係。
 エネルギー基本計画と「ＧＸ２０４０ビジョン」を⼀体的に遂⾏することにより、エネルギー安定供給、経済成⻑、脱炭素の同時実現を⽬指す取

組を加速。
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個別分野（エネルギー、産業、くらし等）について、
分野別投資戦略、エネルギー基本計画等に基づ
きＧＸの取組を加速する。

５．ＧＸを加速させるためのエネルギーを始めとする
個別分野の取組

（１）DX による電⼒需要増に対応するため、徹底
した省エネルギー、再⽣可能エネルギー拡⼤、原
⼦⼒発電所の再稼働や次世代⾰新炉の開発・
設置、⽕⼒発電の脱炭素化に必要な投資拡⼤
や系統整備

１）基本的考え⽅
２）徹底した省エネルギーの推進、産業の電
化・燃料転換・⾮化⽯転換

３）再⽣可能エネルギーの主⼒電源化
４）原⼦⼒発電の活⽤

・
・
・
・
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2025年2⽉18⽇閣議決定



GX2040ビジョンのポイント①

 ⾜下30年間、⼗分な国内投資と、成⻑市場への投資・事業転換など経済の新陳
代謝が少なく、他国に⽐べ、実質賃⾦・実質GDP両⾯での伸びがわずか。

【⽬指すべき産業構造】
→成⻑志向型カーボンプライシング構想による規制・⽀援⼀体型の投資促進策

をきっかけとしたGX投資により、再び成⻑軌道にのせるため、
① ⾰新技術（AI・ロボティクス、量⼦、バイオなど）を活かした新たなGX事業

が次々と⽣まれ、
② ⽇本の強みである素材から製品までのフルセットのサプライチェーンが、脱炭

素エネルギーの利⽤やDXによって⾼度化された 産業構造を⽬指す。
→ これにより、国内外の有能な⼈材・企業が⽇本で活躍できる社会を⽬指す。

【具体的対応策】
① ⼤企業からの積極的なカーブアウト促進、
② ⼤企業によるスタートアップの製品・サービスの購⼊の促進
③ 新たなGX産業につながる市場創出

＋
新たなGX事業など、脱炭素電源を必要とする産業の効率的・効果的な集積を⽬指し、
GX産業⽴地政策を推進

GX産業構造
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GX産業⽴地

 効率的・効果的にスピード感を持って、「新たな産業⽤地の整備」と「脱炭
素電源」の整備を進め、地⽅創⽣につなげる必要。

1. 脱炭素電源が豊富な地域に企業の投資を呼び込み、新たな産業集積
を⽬指す。

① 脱炭素電源が豊富な地域に⽴地する企業に対して脱炭素電⼒の利
⽤を促すインセンティブ措置。

② 脱炭素電源を整備する⾃治体に対して、企業の成⻑の果実が届く仕
組み。

2. データセンターを段階的に脱炭素電源が豊富な地域へ誘導する。
 光通信技術の導⼊状況も踏まえつつ、まずは、電⼒インフラから⾒て

望ましい地域への⽴地を促す。
 効率的な電⼒・通信インフラの整備を通した電⼒と通信の効果的な

連携（ワット・ビット連携）により、AI活⽤を通したDXを加速させ、成
⻑と脱炭素の同時実現を⽬指すGXの効果を最⼤化させていく。

GX2040ビジョンのポイント②
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中堅・中⼩
企業のGX

 脱炭素化されるサプライチェーンでも、中堅・中⼩が引き続き活躍できること
が重要。

 エネルギー消費量やCO2排出量の算定・⾒える化⽀援
 省エネ設備導⼊を補助

国際展開
（AZEC）

 各国の事情に踏まえた現実的なトランジションは、⽇本と同様の脱炭素に向
けた課題を共有するアジア諸国のGXにとって重要。
 ⽕⼒のゼロエミッション化などの個別プロジェクトの⽀援
 脱炭素の取組を定着させるためのルール形成

公正な移⾏
 労働者が、新たに⽣まれるGX産業への移動や、AIなどの導⼊による⾼度

化されたサプライチェーンで引き続き活躍できることが重要。
 GX産業への転職⽀援やスキルアップ⽀援

GX2040ビジョンのポイント③
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GX2040ビジョンのポイント④
 10年間で150兆円超の官⺠によるGX投資を引き出すため、新規

国債（GX経済移⾏債）の発⾏により、20兆円規模の投資促進策
を実施。

 今後、段階的に導⼊するカーボンプライシングにより、2050年
までに償還（⼤枠は2023年の通常国会で成⽴したGX推進法に規
定）。

【2025年通常国会にGX推進法改正案を提出し、制度の詳細設計を規定】
排出量取引制度の本格稼働（2026年度〜）
 排出量の多い企業（直接排出10万㌧以上）の参加義務化 等

化⽯燃料賦課⾦の実施（2028年度〜）のために必要な詳細の規定
 賦課⾦の納付の確実性を担保するための所要の措置 等

成⻑志向型
カーボンプラ
イシング構想

成⻑志向型
の資源⾃律
経済の確⽴

 サーキュラーエコノミーを進めるため、 2025年通常国会に提出する法案で、
特定の製品、事業者に対する再⽣材の利⽤義務付けなどの法的措置を
規定。
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GX2040ビジョンのポイント⑤
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分野別投資戦略
 ＧＸ基本⽅針（2023年7⽉）の参考資料として、国が⻑期・複数年度にわたるコミットメントを⽰すと同時に、規制・制度的措置

の⾒通しを⽰すべく、22分野において「道⾏き」を提⽰。
 当該「道⾏き」について、⼤くくり化等を⾏った上で、重点分野ごとに「ＧＸ実現に向けた専⾨家ワーキンググループ」で議論を

⾏い「分野別投資戦略」としてブラッシュアップ。官も⺠も⼀歩前に出て、国内にGX市場を確⽴し、サプライチェーンをGX型に
⾰新する。
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分野別投資戦略の概要（⼀部抜粋）
⽔素等

【GXの⽅向性】 【投資促進策】

＞

・⽔素等のｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ構築に向けた集中投資と
規制・制度による利⽤環境の整備を、利⽤・供
給⼀体で進めるため、必要な法整備を⾏う。

・既存原燃料との価格差に着⽬した⽀
援制度・拠点整備⽀援。

次世代再エネ（ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ、浮体式洋上⾵⼒）

【GXの⽅向性】 【投資促進策】

＞

・ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ太陽電池について量産技術の
確⽴、⽣産体制整備、需要の創出を三位
⼀体で推進。

・R&D・実証等の社会実装加速。
・⽣産拠点整備のためのサプライチェーン構
築⽀援。

・FIT・FIP制度/予算措置等による導⼊
初期の需要⽀援検討（ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ）。

・広域連系系統整備への⾦融⽀援。 等

・⼤規模⽔素ｽﾃｰｼｮﾝ及びFC商⽤⾞
導⼊促進。等

・⽔電解装置等、世界で拡⼤する市場の獲
得に向け、研究開発及び設備投資を促進。

・浮体式含む洋上⾵⼒について産業競争⼒
を強化し、早期導⼊を実現。

・⽔電解装置等の⽣産拡⼤投資⽀援。

※「⽔素等」にアンモニア・合成メタン・
合成燃料を含む。

ペロブスカイト太陽電池
出所︓積⽔化学⼯業、中央⽇本⼟地建物グループ・東京電⼒HD HPより ⼀部加⼯

出所︓NEDO、トヨタ、JERA、川崎重⼯ HPや提供写真より（⼀部加⼯）

＞

鉄鋼

【GXの⽅向性】 【投資促進策】
・⼤型⾰新電炉・直接還元等による
⾼付加価値鋼板製造の⽣産を拡⼤。

・削減価値をGX価値として訴求する
ことで、我が国でもグリーンスチールを
市場投⼊・拡⼤。

・同時に、⾼炉での⽔素還元製鉄の
研究開発・実装を加速し、世界に先
んじて⼤規模⽣産を実現。

・⼤型⾰新電炉転換や還元鉄の確保・活⽤等
のプロセス転換投資⽀援。

・ GI基⾦によるR&D・社会実装加速。等

※同時に、 GX価値（ｶｰﾎﾞﾝﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ︓CFP、ﾏｽ
ﾊﾞﾗﾝｽ、ﾘｻｲｸﾙ等）の⾒える化や、導⼊補助時の
GX価値評価等のインセンティブ設計等を通じた市
場創造も併せて実施（他分野共通）。

電炉 12m3  ⼩規模試験⾼炉(⽔素還元)

【GXの⽅向性】 【投資促進策】

化学

・ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ毎に最適な燃料転換（アン
モニア等）やバイオ利⽤、ケミカルリサ
イクル等の原料転換を通じて、⾼機
能かつ低炭素化学品の供給拡⼤。

・ｹﾐｶﾙﾘｻｲｸﾙ等を含むGX関連ｼｽﾃﾑ・
ﾋﾞｼﾞﾈｽを海外展開。

・構造転換を伴う、設備投資の補助（分解炉熱源
のアンモニア転換、ｹﾐｶﾙﾘｻｲｸﾙ、ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ、
CCUS）。等

・ GI基⾦によるR&D・社会実装加速。等
＞

ケミカルリサイクル
等

化学品等
廃プラスチック等
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第７次エネルギー基本計画の概要（抜粋）
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第７次エネルギー基本計画の概要（抜粋）
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第７次エネルギー基本計画の概要（抜粋）
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2025年2⽉25⽇閣議決定
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排出量取引制度と化⽯燃料賦課⾦
排出量取引制度

化⽯燃料賦課⾦
• 化⽯燃料の使⽤に伴う⼆酸化炭素排出量に応じた⾦額を賦課するもの。
• 化⽯燃料の輸⼊事業者等に⽀払い義務。転嫁を通じて社会全体で、化⽯燃料の使⽤に伴うコ
ストを負担。

特に排出量の多い企業を対象に、効果的かつ費⽤効率的な排出削減取組を促進

化⽯燃料の需要家に対して、排出量取引よりも広範に⾏動変容を促すことが可能。

不⾜分を調達

排出量排出枠の
割当量

削減

排出量排出枠の
割当量

排出枠

①排出枠の割当
• ⼀定の基準に従って政府が排出枠

（排出許可証のようなもの）を割当。

②排出枠の取引の実施
• 市場を介して実績との

過不⾜分を融通。

余剰を売却 超過

取引所
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GX推進機構について
 ＧＸ推進法に基づく認可法⼈として、排出量取引制度の運営と化⽯燃料賦課⾦の徴収事務を担う。
 また、政府の予算措置を活⽤し、GX投資に取り組む⺠間企業に対して、債務保証や出資といった⾦融⽀援

を通じて、⺠間⾦融機関等が取り切れないリスクを補完する。

ＧＸ推進機構の⾦融⽀援業務



成⻑機会環境制約・リスク資源制約・リスク
（経済の⾃律性）
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成⻑志向型の資源⾃律経済の確⽴に向けた問題意識

【資源枯渇、調達リスク増⼤】

１．世界のマテリアル需要増⼤
→ 多くのマテリアルが将来は枯渇
※特に、⾦、銀、銅、鉛、錫などは、2050年

までの累積需要が埋蔵量を2倍超
→ 再⽣プラスチックの利⽤促進による再

⽣プラスチックの奪い合い

２．供給が⼀部の国に集中して
いるマテリアルあり

→ 資源国の政策による供給途絶
リスク

※ニッケル、マンガン、コバルト、クロムなど集中
度が特に⾼いマテリアルあり

※中国によるレアアース輸出制限、インドネシ
ア（最⼤⽣産国）によるニッケル輸出禁⽌

３．⽇本は先進国の中でも⾃給
率が低い

→ 調達リスク増⼤の懸念

【廃棄物処理の困難性】

４．廃棄物処理の困難性増⼤
① 廃棄物の越境制限をする国が増加、

国際条約も厳格化の動き（バーゼル
条約）

② ⼀⽅、⽇本国内では廃棄物の最終処
分場に制約

【CN実現への対応の必要性】
５．CN実現には原材料産業によ

るCO2排出の削減が不可⽋
※循環資源（再⽣材・再⽣可能資源(⽊材・

⽊質資源を含むバイオ由来資源)等）活
⽤により、物質によるが、2〜9割のCO2排
出削減効果

※⻑期利⽤やサービス化により更なる削減が
可能

【経済活動への影響】

６．資源⾃律経済への対応が遅
れると多⼤な経済損失の可能性

① マテリアル輸⼊の増⼤、価格⾼騰による
国富流出、国内物価上昇のリスク増
⼤

② CE性を担保しない製品は世界市場か
ら排除される可能性

③ 静脈産業は⼤成⻑産業になる⾒込み
→ サーキュラーエコノミーの市場が

今後⼤幅に拡⼤していく⾒込み
※⽇本国内では2020年50兆円から、2030

年80兆円、2050年120兆円の市場規
模を⾒込む

→ 対応が遅れれば、成⻑機会を
失うだけでなく、廃棄物処理の
海外依存の可能性



環境制約・リスク（マテリアル由来のCO2削減の必要性）
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プラスチック

その他

【出典】 環境省「３Ｒ原単位の算出⽅法」、公益財団法⼈⽇本容器包装リサイクル協会「ガラスびんの指定法⼈ルートでの再商品化に伴い発⽣する環境負荷調査と分析に係る業務報告書」等を参考に作成
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※ プラスチックについては、焼却時のCO2排出の削
減効果は含んでいない。

※ 鋼材（鉄）について、現時点において⾼炉と電
炉で製造される鋼材は異なることに留意。

※ 鋼材（鉄）、アルミ⽸及びスチール⽸について、
粗鋼⼜は地⾦の製造に係るCO2排出量が含ま
れており、粗鋼等から製品を製造するための⼯程
におけるCO2排出量は含まれていないことに留意。

⾦属



 2030年には、資源需要と供給との間に80億トンの需給
ギャップが⽣じると予想。これは年間4.5兆ドルの経済損失
に相当。2050年にはこれが25兆ドルまで拡⼤。

 このことを逆の視点から考えると、⼀⽅通⾏型経済モデル
での「無駄」をなくすビジネス・ソリューションを構築することで、
2030年に4.5兆ドル規模の価値を創出することが可能。

アクセンチュア

 「2030年までに、サーキュラーエコノミー関連ビジネスの市
場規模を、現在の約50兆円から80兆円以上とすることを
⽬指す。」

成⻑戦略
フォローアップ
⼯程表

 2019年に「Circular Economy Investment Fund」
を組成、2,000万ドル規模からスタートし、22年8⽉時点
では19億ドル規模の運⽤額にまで成⻑。

BlackRock

 2021年2⽉時点でのサーキュラーエコノミー関連の投資ファ
ンドの総額を210億ドルと推計。

 また、グリーンボンド資⾦の４％（245億ドル相当）が
サーキュラーエコノミー関連に投資されていると推計。

Chatham 
House

 同社は2022年6⽉、プラスチック、容器包装、⾷料、電⼦
機器、アパレルが埋⽴処分されることを回避する循環型ビ
ジネスへの投資を⾏うプライベートエクイティファンドに２億ド
ルを調達した旨発表

Closed 
Loop 
Partners

サーキュラーエコノミーの成⻑可能性と集まる投資資⾦ 進む新たなプレーヤーの参⼊

 サーキュラーエコノミー関連市場は、国内外で今後⼤幅に拡⼤が⾒込まれる（世界全体で30年
4.5兆ドル、50年25兆ドル、⽇本国内では30年80兆円）。

 こうした予測に基づき、海外を中⼼に成⻑資⾦が活発に企業に流⼊、新たなプレーヤーの市場参
⼊も活発化している。

成⻑機会（⾼まる市場拡⼤への期待と動き出す成⻑投資）
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【出典】 Archetype Ventures株式会社

【出典】 各種報道等より抜粋



カーボンニュートラル、経済安全保障、グローバル・サプライチェーンにおける競争⼒強化を⽬指し、「サーキュラーエ
コノミー市場」の創出を成⻑戦略として位置付け、「成⻑志向型の資源⾃律経済」の確⽴を⽬指していく。
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成⻑志向型の資源⾃律経済の確⽴のトランスミッション

設計・製造・販売
（環境配慮型ものづくりへの⾰新）

• ⾮所有市場（シェアリング、サブスクリプション、リース等）
• ⼆次流通市場（リユース、リペア等）
の活性化（業界の健全な発展のための制度化、サーキュラー・パート
ナーズでインセンティブについて議論）

リサイクル
（⾼品質な再⽣資源の供給）

利⽤
（CEコマースによる効率的な製品利⽤）

• 廃棄物産業を資源供給産業に
（選別・リサイクル技術の⾼度化に向けた技
術開発・設備投資⽀援）

• 情報流通プラットフォームの構築（事業者間
で素材情報等を共有）

課題︓資源循環に配慮した製品が可視化・価値化されていない

• 環境配慮設計(易解体設計、⻑寿命化)の推進（トップランナー基準、ラベリング制度）
• 再⽣材の利⽤の拡⼤（努⼒義務→計画策定（⽬標等）・報告提出）

課題︓CEコマースビジネスに対する消費者の安全・安⼼⾯での懸念、
適切な評価・⽀援体制の不⾜

課題︓廃棄物から資源に戻っていない

①産官学の連携
(サーキュラーパートナーズ)

②投資⽀援
③ルール整備



投資⽀援
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産官学の連携（サーキュラーパートナーズ（CPs））１

2

3

サーキュラーエコノミー(CE)への⾮連続なトランジションを実現するに当たっては、個社ごとの取組だけでは
経済合理性を確保できないことから、関係主体の連携による協調領域の拡張が必須。
 国、⾃治体、⼤学、企業・業界団体、関係機関・関係団体等が参画するパートナーシップの⽴ち上げ。３⽉末時点

で、約6５0者の参画。
 ビジョン・ロードマップ策定、地域循環モデルの構築の検討を⽪切りに、その他の個別テーマ（標準化、マーケティ

ング、プロモーション、国際連携、技術検討等）についても、順次検討。
 現在検討が進んでいる国内外の先⾏事例をユースケースに位置付け、共通データフォーマットやプラットフォーム間

の相互連携インターフェイス等について検討し、2025年を⽬途にデータの流通を促すCE情報流通プラットフォーム
の構築を⽬指す。

サーキュラーエコノミーの拡⼤で再⽣材の国内供給量の不⾜が⾒込まれていることから、研究開発から実証・
実装までを⾯的に⽀援することが必須。
 ＧＸ経済移⾏債により、今後10年間で官⺠合わせて２兆円超の投資の実現を⽬指し、⾃動⾞・バッテリー、電気電

⼦製品、プラスチック等の⻑寿命化や再資源の容易性の確保に資する技術開発及び設備投資への⽀援。
 令和６年３年間で300億円の⽀援を実施。⻑寿命化や再資源化の容易性の確保等に資する「環境配慮型ものづくり」

のための技術開発、実証及び商⽤化等に係る設備投資等を⽀援。令和７年度からの３年間も公募予定。

現在の資源循環に係る政策体系は、3R(Reduce, Reuse, Recycle)を前提としており、特に静脈産業に焦点を
当てた政策が中⼼であることから、「動静脈連携」を基本とするCE型に政策体系を刷新することが必須。
 再⽣資源の需要と供給を喚起するため、以下の内容からなる資源有効利⽤促進法の改正案を閣議決定。

 再⽣材の利⽤に関する計画策定や実施状況の定期報告の義務づけ
 環境配慮設計を促進するトップランナー認定制度の創設等

ルール整備

今
後
の
ア
ク
シ
ョ
ン



１．GX推進の枠組み
（１）これまでの政策の動き
（２）GX2040ビジョン、第7次エネルギー基本計画の概要
（３）GX推進法・資源法改正案と資源循環について

２．関連⽀援制度について（経産省関係）
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中⼩企業

28

3. GXに取り組みたいが、資⾦
が不⾜

中⼩機構による⽀援
・全国10カ所の地域本部に相談窓⼝設置
・脱炭素に取り組む必要性や取組⽅について学
ぶ無料の動画を公開

１

1. GXのメリットや取組⽅法、
排出量等が分からない

2. 具体的な取組の進め⽅が分から
ない、計画が⽴てられない

⼤企業等による中⼩GX推進を⽀援
バリューチェーン全体での排出削減計画策定⽀援

事業 【令和７年度要求額︓14億円の内数】
・サプライチェーン全体での脱炭素化を⽬指す⼤企業等が、取
引先の中⼩へGX推進の⽀援を⾏う取組を後押し

GXリーグ
・参画企業にサプライチェーンでの排出削減を求めつつ、あ
わせて中⼩GXを促進する取組も検討。

エネルギー消費量・排出量算定⽀援
省エネ診断

【令和６年度補正予算案額︓34億円】

・省エネの専⾨家が中⼩企業を訪問しアドバ
イスを実施。新たな類型として、エネルギー使
⽤状況の⾒える化、分析、省エネ提案を⾏う
「IT診断」を措置。

省エネ補助⾦（Ⅳ型︓エネルギー需要最適
化型）【⾦額は⑥内の省エネ補助⾦の内数】

・エネルギー使⽤状況の⾒える化・最適化を⾏
うエネマネシステムの導⼊を⽀援。

SHIFT事業
【令和６年度補正予算案額︓30億円の内数】

・DXシステムの導⼊に加え、設備運⽤改善に
よる即効性のある省CO2化や運転管理デー
タに基づく効果的な改修設計などを⽀援

2

設備投資等の⽀援
省エネ補助⾦ 【国庫債務負担⾏為含め2,375億

円（令和６年度補正予算案額︓600億円）】

・省エネ設備への更新を企業の複数年の投資計画に
対応する形で⽀援。中⼩企業の⼤規模な省エネ投資
を後押しする新類型を創設。

ものづくり補助⾦／新事業進出補助⾦
【令和６年度補正予算案額︓3,400億円の内数／既
存基⾦を活⽤︓1,500億円】

・GXに資する⾰新的な製品・サービスの開発や新事業
への挑戦を通じた中⼩企業の新市場・⾼付加価値事
業への進出を⽀援

企業間連携省CO2促進事業
【令和７年度要求額︓69億円の内数】

・⼤企業等がサプライヤー等の取引先とともに⾏う省
CO2化に資する投資を⽀援

6

相談窓⼝の設置
排出量等の算定

地域等で 制の強化
排出削減計 定をサポート 資⾦⾯での⽀援強化

 CN投資促進税制、JFCのGX関連融資、
低炭素リース信⽤保険制度も継続

中⼩企業のGX推進に向けた施策パッケージ

地域⽀援機関等の取組を後押し
事業環境変化対応型⽀援事業

（うちGX⽀援体制構築実証事業）
【令和6年度補正予算案額︓112億円の内数】

・商⼯会議所を含む地域の⽀援機関や地域⾦融機
関のGXサポート⼈材を育成

地域ぐるみでの⽀援体制構築事業
【令和7年度要求額︓14億円の内数】

・商⼯会議所を含む地域の⽀援機関や⾦融機関によ
るサポートを強化し、地域の中⼩企業を多⾯的に⽀
援する体制構築を促進

3

5

中⼩機構による⽀援
・排出削減計画の策定などの伴⾛⽀援

4



取組

・脱炭素化への⼀般的なプロセスは
１．CNを知る→２．排出量を測る→３．削減を進める

・「脱炭素」に取り組む段階に合わせた⽀援策を準備

29

１．CNについて知る

２．排出量を測る

３．削減する

脱炭素化の取組度合い

ガス

電気

ガソリン

重油

電気

ガソリン
ガス

③再エネ由来電気へ
の切替・導⼊

④Jクレジット等の購⼊
によりカーボンオフセット

②設備投資による
燃料転換・省エネ

企業としてカーボンニュートラルの実現にむけて

①⽇々の省エネ
活動

CO2削減を進める、主な具体的⼿段
①⽇々の省エネ活動
②設備投資による燃料転換・省エネ
③再エネ由来電気への切り替え
④Jクレジット等の購⼊によるオフセット 等

CO2排出量

ガソリン
ガス →カーボンニュートラル

達成︕

可視化

相殺
取組の時間軸

脱炭素に取り組むためのステップ



中⼩企業等のカーボンニュートラル⽀援策パンフレット等

30

カーボンニュートラルに関連する中⼩企業⽀援策やCO2排出量の算定⽅法について分かりやすい広報
資料を作成。（2025年4⽉更新。経産省・環境省の施策を掲載）

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/index.html
経済産業省HPの「温暖化対策」、「中⼩企業関連」のページからダウンロードください。
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⽀援施策⼀覧

 カーボンニュートラル相談窓⼝
 ハンドブックや事例集等
脱炭素経営ガイド
カーボンニュートラル実現に向けたチェックシート
脱炭素経営の取組⼿順

 CO2排出量のセルフ診断ツール
 省エネ診断／省エネお助け隊

CNについて知る

 省エネ診断／省エネお助け隊（再掲）
 排出量算定ツール
 SHIFT事業（脱炭素技術等による⼯場・事業場

の省CO2化加速事業）

排出量を把握する

 省エネ診断／省エネお助け隊（再掲）
 SHIFT事業（再掲）
 Scope3事業
 ものづくり補助⾦
 中⼩企業省⼒化投資補助⾦
 新事業進出補助⾦
 省エネ・⾮化⽯転換補助⾦
 ZEB補助事業
 脱炭素ビルリノベ事業
 クリーンエネルギー⾃動⾞導⼊促進補助⾦（CEV補助⾦）
 省エネ設備投資利⼦補給⾦
 バリューチェーン脱炭素促進利⼦補給事業
 ESGリース促進事業
 CN投資促進税制
 J-クレジット
 太陽光発電設備等導⼊補助⾦
 ⾃家消費型太陽光発電・蓄電池導⼊補助⾦
 ⾃動⾞部品サプライヤー⽀援事業
 環境・エネルギー対策資⾦（GX関連）

排出量を削減する
オンラインあり

※時間の制約からご紹介できない制度については、次のページで紹介している資料をご覧いただくか、お問い合わせください。



中⼩機構のカーボンニュートラル相談窓⼝、研修⽀援

相談窓⼝
場所︓

（対⾯⼜はオンライン※事前予約制。窓⼝開設⽇は地域本部によって異なります。）

費⽤︓無料

北海道本部（北海道札幌市中央区）、東北本部（宮城県仙台市）
関東本部（東京都港区）、中部本部（愛知県名古屋市中区）
北陸本部（⽯川県⾦沢市）、近畿本部（⼤阪市中央区）
中国本部（広島県広島市中区）、四国本部（⾹川県⾼松市）
九州本部（福岡県福岡市博多区）、沖縄事務所（沖縄県那覇市）

 どのようにカーボンニュートラルに取り組んだら良いか分からない
 再⽣可能エネルギーを導⼊したい
 SBTやRE100に加⼊する⽅法やメリットを知りたい など、幅広い相談に対応

 中⼩企業・⼩規模事業者を対象としたカーボンニュートラル・脱炭素化について、すべての地域本部
（北海道・東北・関東・中部・北陸・近畿・中国・四国・九州本部、沖縄事務所）で相談窓⼝を
開設。

 相談対応に加え、カーボンニュートラルに向けた伴⾛⽀援も実施。
 加えて、中⼩企業・⼩規模事業者向けに脱炭素化に取り組む理由や具体的な⽅法を動画で紹介。
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相談
窓⼝

各地域本部へのお問い合わせ、
お申し込みはこちらから →

研修
動画

研修動画の利⽤申込
（無料）はこちらから →



・(独)中⼩企業基盤整備機構では、「カーボンニュートラル実現に向けたチェックシート」を公開。
・脱炭素経営の取組⽅法や詳細ページのリンクがまとめられていますので、お役⽴て下さい。
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カーボンニュートラル実現に向けたチェックシート（中⼩機構）

（出典）J-Net21 web
チェックシートはこちらからダウンロード可能です→

<https://j-net21.smrj.go.jp/special/chusho sdgs/carbonneutral/checksheet.html>



• データに基づく提案をま
とめた資料作成。

• よりきめ細やかな省エネ
提案を実施。ＩＴ診断

ウォーク
スルー
診断

①事前アンケート・⾯談

• 同⽇中に、省エネ運⽤改善を提案。

• 後⽇、専⾨家が、⼯場でできる省エ
ネの余地をまとめた資料を作成し、
中⼩企業に提案・説明を実施。

③提案

数週間後

数時間〜半⽇

• 専⾨家が、⼯場の
エネルギー管理者
等と⾯談。

• 事業者の希望や課
題等を確認し、計
測の規模や、期間
等を決定。

①事前調査 ②機器設置・計測

１週間〜数か⽉

③⾒える化・分析

数週間後

④提案新設

省エネ診断

 「具体的に何をやればよいか分からない」との中⼩企業の声も多いことから、専⾨家による省エネ診断への⽀援
を強化。

 これまでのウォークスルーを中⼼とした診断に加えて、計測機器を⽤いた設備・プロセスごとのエネルギー使⽤
状況の⾒える化、分析・提案に対応するメニュー（ＩＴ診断）を追加する。

②ウォークスルー

• ⼯場内をまわり、エネルギーの
使い⽅を確認。

• 専⾨家が、⼯場のエネルギー管
理者等と⾯談。設備の仕様や、
普段の設備の使い⽅を確認。

• 事前調査に基づき計
測機器を設置。

• 計測機器は診断機関
から受診者に貸出。

• エネルギー使⽤状況を可視
化し、省エネポイント特定。

• 計測データをもとに、専⾨
家が改善⽅法を検討。

１⽇
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令和６年度補正予算額︓34億円



■診断の枠組みと、中⼩企業の負担額のイメージ

（参考）省エネ診断の申請枠組みの詳細

 今年度より、ウォークスルーによる診断に加えて、診断機関が貸し出すデジタル計測機器で取得したデータを活
⽤した、きめ細やかな改善提案を⾏う「ＩＴ診断」を追加。（診断機関は、⾃⾝の⾏う診断内容に応じて登録が
可能。）

 また、診断後、継続的な省エネ⽀援を希望する場合には、診断機関による伴⾛⽀援（設備更新計画の作成等）を
受けることが可能。（ウォークスルー診断・ＩＴ診断のいずれとも組み合わせが可能。）
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ＩＴ診断ウォークスルー診断類型

工場・事業所
特定設備のみ
(旧:クイック診断)

工場・事業所対象

• 設備・プロセスごとのエネルギー
使用状況を計測・分析。

• 計測したデータを活用し、よりき
め細やかな省エネ改善を提案。

• 省エネの専門家が中小企業を訪ね、
アドバイスを実施。

• 工場全体の診断のほか、特定の設備
に限った診断も可。

概要

登録診断機関診断機関

22,000～55,000円程度
内容により最大220,000円

【工場・事業所】15,290～48,840円（注１）

【特定設備のみ】5,720円（注２）

中小企業負担額
のイメージ

伴走支援

工場・事業所

• 診断後、継続的な省エネ
支援を希望する場合に受
診可能。

• 更新設備の最適仕様の調
査、補助金等の申請サ
ポート、省エネ・再エネ取
組の定着支援等。

登録診断機関
（地域での活動要件）

11,000～22,000円程度
※内容により最大48,840円

（注１）⼯場・事業所の規模により料⾦は変動。
（注２）１設備の場合の⾦額イメージ。２設備の場合、11,440円。

新設
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「ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進補助⾦」
中⼩・⼩規模事業者の⽣産性向上・賃上げ等に向けた、新製品・サービスの開発に必要な設備投資を⽀援。
第２０次 申請期間︓2025年7⽉1⽇〜7⽉25⽇17時 （※公募要領公表済み）

＜ものづくり補助⾦総合サイト＞
https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html



 新製品・新サービスの開発や海外需要開拓等に必要な設備投資等を⽀援します。
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ものづくり補助⾦

内容項⽬
2,500万円（補助率 中⼩企業1/2、⼩規模等2/3）
※従業員数に依って補助上限は異なります
※⼀定の賃上げを⾏う場合、補助上限引上げ
※最低賃⾦の引上げを⾏う場合、補助率引上げ

補助上限1

交付決定から10ヶ⽉（ただし採択⽇から12ヶ⽉）事業期間2
中⼩企業・⼩規模事業者等対象者3
①付加価値額 年平均成⻑率3%以上増加
②給与⽀給総額 年平均成⻑率2%以上増加 等
③事業所内最低賃⾦ 事業実施都道府県の最低賃⾦
+30円以上の⽔準
等

基本要件4

機械装置・システム構築費（必須）、技術導⼊費、専
⾨家経費 等対象経費5

海外事業の実施による国内の⽣産性向上を⽀援するグ
ローバル枠として補助上限3,000万円も措置その他6

【概要】

 製品・サービス⾼付加価値化枠で・・・
-最新複合加⼯機を導⼊し、これまではできなかった精密
加⼯が可能になり、より付加価値の⾼い新製品を開発

 グローバル枠で・・・
-海外市場獲得のため、新たな製造機械を導⼊し
新製品の開発を⾏うとともに、海外展⽰会に出展

第20次公募要領等→

【活⽤事例】

顧客からの原価低減の要請が厳しく、また、
新規顧客の開拓が難しい業態を克服するた
め、⾃動⾞やAIの電⼦部品を試作、量産す
るための設備を導⼊。
加⼯可能な⼨法が拡⼤し、他社やこれまで
⾃社で対応できなかった受注も可能となった。

（例えば）



＜中⼩企業省⼒化投資補助⾦HP＞ https://shoryokuka.smrj.go.jp/

「中⼩企業省⼒化投資補助⾦」
⼈⼿不⾜に悩む中⼩企業等に対して、省⼒化の投資を⽀援。
カタログ型︓随時申請受付中 / ⼀般型︓公募回制 第２回︓4⽉15⽇（⽕）〜5⽉30⽇（⾦）

38



 ⼈⼿不⾜解消に効果のある「省⼒化投資」を後押しするための⽀援です。
 省⼒化製品を対象製品のリスト（カタログ）から選んで導⼊する際に活⽤できます。

39

中⼩企業省⼒化投資補助⾦（カタログ注⽂型）

内容項⽬
最⼤1,500万円（補助率1/2以内）
※従業員数に依って補助上限が異なります
※⼤幅な賃上げを⾏う場合補助上限が上がります

補助上限1

１２ヶ⽉以内事業期間2

中⼩企業・⼩規模事業者 等対象者3

労働⽣産性 年平均成⻑率3%以上要件4

カタログに掲載された省⼒化製品の購⼊費対象経費5

【カタログ注⽂型】

随時申請受付中。
詳細はこちら→

 旅館において、⾃動清掃ロボットを導⼊することで受付の⼈
員を増強し、⼿続き迅速化・おもてなし等で顧客満⾜度を向
上させ、⾼付加価値化

 倉庫に無⼈搬送⾞を導⼊することで、棚替え業務を省⼒化
し、 多くの受注をこなすようにすることで⽣産性を向上

【活⽤事例】

カタログはこちら→

拡大中！



 ⼈⼿不⾜解消に効果のある「省⼒化投資」を後押しするための⽀援です。
 省⼒化効果のある設備・システムなどをオーダーメイド・セミオーダーメイドで導⼊する際に活⽤できます。
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中⼩企業省⼒化投資補助⾦（⼀般型）

内容項⽬
最⼤１億円（補助率 中⼩企業1/2、⼩規模等2/3）
※従業員数に依って補助上限が異なります
※⼤幅な賃上げを⾏う場合補助上限が上がります

補助上限1

１８ヶ⽉以内事業期間2

中⼩企業・⼩規模事業者 等対象者3

①労働⽣産性 年平均成⻑率4%以上
②省⼒化の度合いや投資回収年数を記載した事業計画
の策定が必要

要件4

機械装置費、システム構築費 等対象経費5

【⼀般型】
 通信販売事業でオンラインショッピングの顧客数及び購買量

に対応するため、⾃動梱包機及び倉庫管理システムをオー
ダーメイドで開発・導⼊

 ⾃動⾞関連部品製造事業で検査が難しい微細な⾃動⾞
関連部品の製造を効率的に⾏うため、最新のデジタルカメラ
やAI技術等を活⽤した⾃動外観検査装置を事業者の現
場に合わせた形で導⼊

【活⽤事例】
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「新事業進出補助⾦」
公募スケジュール︓令和７年４⽉22⽇ 〜７⽉１0⽇（⽊）
※公募要領公開中。申請受付開始は6⽉中旬を予定。



 既存の事業とは異なる、新市場・⾼付加価値事業への進出にかかる設備投資等を⽀援します。
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新事業進出補助⾦

内容項⽬
7,000万円（従業員規模により異なる）（補助率1/2）
※補助下限は750万円
※⼀定の賃上げを⾏う場合補助上限の上乗せあり

補助上限1

交付決定から14か⽉（採択発表から16か⽉以内）事業期間2

企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う
中小企業等

対象者3

①当該中⼩企業等にとって新製品(⼜は新サービス)を新
規顧客に提供する新たな挑戦であること
②付加価値額 年平均成⻑率4.0%以上
③賃上げ 給与⽀給総額年平均成⻑率2.5%以上など
④事業所内最低賃⾦ 地域別最賃+30円以上の⽔準
等

要件4

建物費、機械装置費、システム構築費 等対象経費5

【概要】

 機械加⼯業でのノウハウを活かして、新たに半導体製造装
置部品の製造に挑戦

 医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイス
キー製造業に進出

【活⽤イメージ】

公募要領（公表中）→



【キュポラ式】※コークスを使⽤ 【誘導加熱式】※電気を使⽤

• 従来、平釜を個別に熱して塩を製造していたところ、連結型の⽴釜に更新。
• 釜の排熱を、他の釜の熱源に再利⽤できるよう、事業所全体の設備・設計を⾒直

し。３年で37.1％の省エネを実現予定。

【平釜】 【⽴釜】 ※複数の釜を連結して排熱再利⽤

【⾼効率空調】【業務⽤給湯器】 【産業⽤モータ】

（Ⅱ）
電化・
脱炭素
燃転型

• 電化や、より低炭素な燃料への転換を伴う機器への
更新を補助

• 補助率︓1/2
• 補助上限額︓３億円 等
※中⼩企業のみ⼯事費を補助対象に追加

（Ⅰ）
⼯場・

事業場型

• ⼯場・事業所全体で⼤幅な省エネを図る取り組みに
対して補助

• 補助率︓1/2（中⼩）1/3（⼤） 等
• 補助上限額︓15億円 等
※中⼩企業投資枠等を追加

※旧ＡＢ類型

（Ⅲ）
設備

単位型

• リストから選択する機器への更新を補助
• 補助率︓1/3
• 補助上限額︓１億円
※省エネ要件を追加※旧Ｃ類型

（Ⅳ）
EMS型

• EMSの導⼊を補助
• 補助率︓1/2（中⼩）1/3（⼤）
• 補助上限額︓１億円
※省エネ要件を⾒直し

【⾒える化システムによるロス検出】 【AIによる省エネ最適運転】

省エネ・⾮化⽯転換補助⾦

 エネルギーコスト⾼対応と、カーボンニュートラルに向けた対応を同時に進めていくため、⼯場全体の省エネ
（Ⅰ）、製造プロセスの電化・燃料転換（Ⅱ）、リストから選択する機器への更新（Ⅲ）、エネルギーマネジメ
ントシステムの導⼊（Ⅳ）の４つの類型で、企業の投資を後押し。

 Ⅰ型に中⼩企業投資促進枠を創設するなど、ＧＸへの取組の第⼀歩として省エネを強⼒に促進する。
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【国庫債務負担⾏為含め総額 2,375億円】
※令和６年度補正予算額︓600億円

第2次公募（予定）
2025年6⽉上旬〜7⽉上旬

第3次公募（予定）
2025年8⽉中旬〜9⽉下旬



クリーンエネルギー⾃動⾞補助⾦(CEV補助⾦)

・我が国のCO２排出量の約2割を占めている運輸部⾨のCO２削減のため、環境性能に優れたクリーンエネルギー ⾃動⾞の普及が重要。
・導⼊初期段階にある電気⾃動⾞や燃料電池⾃動⾞等について、購⼊費⽤の⼀部補助を通じて、初期需要の創出・量産効果による価
格低減を促進。

購⼊補助予算の概要
●補助対象⾞両

・電気⾃動⾞（EV）
・軽電気⾃動⾞（軽EV）
・プラグインハイブリッド⾞（PHEV）
・燃料電池⾃動⾞（FCV）
・超⼩型モビリティ、ミニカー、電動⼆輪

●補助額について※
評価に応じて、複数段階の補助額を適⽤
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１２～９０万円ＥＶ

１５～５７．４万円軽ＥＶ

１２～６０万円ＰＨＥＶ

上限：２５５万円ＦＣＶ

※詳細については、次世代自動車振興センターのウェブサイトをご確認ください。

こちら

4⽉からの対象⾞両の⼀覧



（出典）経済産業税制総合Webページ
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku kyoka/cn zeisei.html

1. 産業競争力強化法の計画認定制度に基づく生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設

備の導入に対して、最大10％の税額控除（中小企業者等の場合は最大14%）又は50％の特別償却

（注1）を措置します。

2. （注1）措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、DX投資促進税制と合計で法人税額又は所得税額の

20%までになります。

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制（ＣＮ税制）

税制措置炭素⽣産性の向上率企業区分

税額控除14% ⼜は 特別償却50%17%
中⼩企業者等（注２）

税額控除10% ⼜は 特別償却50%10%

税額控除10% ⼜は 特別償却50%20%
中⼩企業者等以外の事業者

税額控除5% ⼜は 特別償却50%15%

税額控除率については、企業区分及び認定された計画全体の炭素⽣産性の向上率によって異なります。

注２）中⼩企業者等とは、租税特別措置法第10条の５の６第９項第１号に規定する中⼩事業者⼜は同法第42条の12
の７第６項第１号に規定する中⼩企業者をいいます。
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 令和4年度に実施した調査※の結果、地域企業が新規参⼊を検討するには「全体的に情報が不⾜していて検討の端緒がつかめ
ない」状態にあり、また参⼊済・未参⼊を問わず、「市場情報・他社とのネットワーク」が不⾜し、「販路開拓・関連企業とのマッチ
ングの機会」や「最新技術や市場環境に関する情報提供」の⽀援を求めていることが分かった。

 このため、令和5年度に「九州洋上⾵⼒関連産業ネットワーク」を⽴ち上げ、セミナー開催、メルマガ配信、会員の設備情報の公
開など情報発信を実施。

 会員（企業）は製造業のほか、⼤⼿⾵⾞メーカーや建設⼟⽊⼯事業、商社等も参加。
登録・参加費は無料で、⾃治体および九州外からの参加も歓迎。

中堅・中⼩企業
参⼊済⼤企業
海外メーカー等

⾃治体

九州洋上⾵⼒関連産業
ネットワーク

⽀援機関・⾦融機関

業界団体

⼤学等研究機関
事務局︓九州経済産業局

【参考１】九州洋上⾵⼒関連産業ネットワーク について

※会員数は138
（令和7年3⽉14⽇現在）
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※九州管内における洋上⾵⼒発電関連産業のサプライチェーン構築に向けた競争環境分析調査事業
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• 地域企業が参⼊するために、誰にどうアプローチすれば良いかの参考となるよう、全国の先進企業へのヒアリング
をもとに、発電事業者からの発注の流れ、構成要素、地域企業の参⼊可能性 等 を整理。報告書は九州経済産業局
HPにて公表済み（2025年3⽉）。

【参考２】業界取引構造・参⼊可能性等に関する調査
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• 九州エリアにおける洋上⾵⼒関連技術をもつ企業を県別・⼯程別・部品別に整理し、九州内の有
望な地域・技術を⾒える化するため「九州洋上⾵⼒サプライチェーンマップ」を作成。引き続き
掲載企業の募集・充実化を図る。（ ネットワークのポータルサイトに掲載中）

【参考３】九州洋上⾵⼒サプライチェーンマップ
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問い合わせ先
九州経済産業局

カーボンニュートラル推進・エネルギー広報室
TEL:092-482-5467

bzl-qcn@meti.go.jp


